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２０１３年６月１０日 

 

 北海道運輸局鉄道部長 様 

 

                                   安 全 問 題 研 究 会 

 

ＪＲ北海道の安全問題に関する要請書 

 

当会は、各鉄道の安全や地域公共交通の存続及び利便性向上のための活動を行う鉄道ファンの任意

団体です。これまで、国内各地の鉄道を初めとする公共交通に乗車して点検を行う活動、鉄道事故の

原因調査や学習会などを通じて安全問題や地方ローカル線問題の検討を行ってきました。本年４月か

ら、活動拠点を北海道に移しています。 

現在、北海道の公共交通を巡る最大の課題はＪＲ北海道の安全問題です。とりわけ、２０１１年５

月、石勝線で起きた特急列車の火災事故に関しては、５月３１日、運輸安全委員会の事故調査報告書

が出されたところであり、再び社会的関心も高まることが予想されます。 

これを機会に、当会は、貴局に対し、以下の通り要請することとしましたので、本要請の趣旨をご

理解の上、ぜひ実現していただくとともに、国土交通省鉄道局に対しても上申いただくようお願いし

ます。 

なお、本要請書に対して、２０１３年６月３０日までに文書による回答を行われるよう要求いたし

ます。 

 

記 

 

１．鉄道部門における要員不足・教育体制の改善について 

最近、重大事故・インシデントが連続して発生しているＪＲ北海道について、安全対策の重点的

点検を行うとともに、ＪＲ北海道に必要な措置をとらせること。 

 

【説明】 

 ＪＲ北海道では、２００９年１月に江差駅で下請け業者の信号配線ミスにより、赤が表示されるべ

きところに黄が表示されたことにより、後続列車が先行列車に追突寸前になるトラブルがあった。２

００９年３月には特急列車からのブレーキ部品脱落と江差線でのレール破断が起きている。２００９

年１２月には富良野駅で快速列車と除雪車が衝突、２０１１年にはついに石勝線トンネル内での列車

脱線火災事故が発生した。今年に入ってからも、列車からの発火等の事象が相次いでおり、気動車の

みならず電車にもトラブルが及んでいる現状である。 

これらの事故はいずれも、通常のようなフェイルセーフ（事故の際、最も安全な措置がとられるこ

と）の作動による事故ではなく、フェイルセーフ欠落が招いた事故であるという点できわめて重大か

つ深刻なものであり、福知山線脱線事故直前のＪＲ西日本と酷似している。 

 このような重大な事故・トラブル続発の背景として、ＪＲ北海道における人員削減及び強引な列車

増発を指摘する必要がある。ＪＲ北海道は、会社発足時点と比較して、社員数を半分（民営化時１４
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０００人を現在、７１００人）に削減したにもかかわらず、特急列車の運転本数は２倍（民営化時７

８本から現在、１４０本）に増やした上、スピードアップ（札幌～釧路間で４５分短縮）も行ってい

る。民営化前後の極端な採用抑制と人員削減の結果、会社の中核を担うべき４０歳代の社員が全体の

１割しかいないという、歪な年齢構成も明らかになっている。こうした採用抑制と人員削減、職員の

年齢構成の著しい偏りは、政府が国策として強力に推進した国鉄分割民営化の結果でもある。 

ＪＲ北海道に対し、鉄道部門における早急な増員、教育体制の充実を含む安全対策について、監督

官庁として実効ある対策を実施させるとともに、職員の大量削減につながった国鉄分割民営化につい

て検証を行うよう求める。 

 

２．会計検査院から指摘を受けた車両検査体制の改善について 

  会計検査院から指摘を受けたＪＲ北海道の車両検査体制の不備について、同社に必要な対策をと

らせること。 

 

【説明】 

２０１２年１１月２日に会計検査院が内閣に送付した平成２３年度決算検査報告において、ＪＲ北

海道の車両検査・修繕に不備が指摘され、「是正改善の処置」を行うよう意見表示が行われた。 

具体的には、①自動列車停止装置（ＡＴＳ）車上子の作用範囲を確認する応動範囲試験について、

整備標準では交番検査の都度、装置が動作する距離を測定することとされているのに、実際には、３

回に１回しか測定しておらず、残りの２回は目視による動作確認を実施しただけであった、②整備標

準に基づく交番検査の検査項目のうち、測定を行うこととされている項目（測定項目）について、記

録状況を５運転所等で共通して配置されている気動車１車種についての測定項目を確認したところ、

測定を行うこととされている２７項目のうち６項目において、運転所等により検査記録に測定結果が

記録されていたり、記録されていなかったりしていて、検査記録が運転所等により異なるものとなっ

ていた、③電車の交番検査を実施している２運転所等の検査記録を比較したところ、１運転所等では、

測定項目以外の装置の作用及び機能を検査する項目についても記録しているのに、他の１運転所等で

は、測定項目以外の項目は自動列車停止装置に関するものを除き記録しておらず、検査記録が運転所

等により異なるものとなっていた――等である。 

 こうした事態は、ＪＲ北海道が自社の制定した検査マニュアルさえ遵守せず、日常的、全社的に「手

抜き検査・修繕」がまかり通っていたことを示している。また、外部から指摘を受けるまで社内で自

浄作用も働かなかったことを意味しており、同社のコンプライアンス意識を根本から問い直さなけれ

ばならない深刻な事態である。 

 ＪＲ北海道は、今後、是正改善の処置を執ったうえで、会計検査院に報告を行う義務が生じるが、

監督官庁としても鉄道事業者が日常的に行う車両の検査修繕に対し、不断に検証・指導を行うことは

当然である。貴局として今後、どのような対策を考えているのか明らかにされたい。 

 

３．石勝線での列車脱線火災事故に伴う安全基準の見直しについて 

  ＪＲ北海道・石勝線での列車脱線火災事故を踏まえ、特に車両火災に関する安全基準を強化する

こと。 
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【説明】 

当会が、２００８年に情報公開制度に基づいて国土交通省鉄道局から公開を受けた「鉄道に関する

技術上の基準を定める省令の解釈基準」（平成１４年３月８日付け国鉄技第１５７号）を、ＪＲ北海道・

石勝線での列車脱線火災事故を踏まえて再確認したところ、新幹線と地下鉄以外の車両では座席の表

地に難燃性の材料の使用を義務づけているものの、詰め物にはその義務が課せられていなかった。 

新幹線や地下鉄以外の路線でも最近は長大トンネルが増える傾向にあり、新幹線や地下鉄と同様の

安全基準が必要であると考える。全ての鉄道車両で座席の表地も詰め物も難燃性の材料使用を義務づ

ける方向で上記解釈基準の改正を行うよう求める。 

 

４．気動車の検査周期に関する規制緩和について 

 国土交通省が２００１年に実施した気動車の検査周期の緩和を見直し、元の基準に戻すこと。 

 

【説明】 

 国土交通省では、２００１年９月、気動車の検査周期について大幅に規制を緩和し、従来「３年（新

車は使用開始から４年）または走行距離２５万キロメートルを超えない期間」としていたものを「４

年または走行距離５０万キロメートルを超えない期間」とした。 

 一方、この間の新聞報道によれば、今年４月に発火トラブルを起こした特急「北斗」用車両（キハ

１８３系）は前回の検査からの走行距離は２１万キロメートルであったほか、昨年９月にも同様に直

前の検査からの走行距離が２１万キロメートルでトラブルを起こした例がある。 

 長距離列車が多く運行１回あたり走行距離が長いこと、力行運転の時間が多いこと、寒冷地である

ことなど北海道特有の事情があるにせよ、このようなトラブルの事例から、２００１年に行われた検

査周期の緩和は全く不適切であったものと当会は考える。この規制緩和を見直し、少なくとも緩和前

の基準に戻すよう求める。 

 

（以  上） 

 

＜参考資料＞ 

会計検査院「平成２３年度決算検査報告」の概要 

●鉄道車両の定期検査及び検査修繕について(北海道旅客鉄道株式会社代表取締役社長宛て) 

 http://www.jbaudit.go.jp/report/new/summary23/pdf/fy23_3436_77.pdf 

 

「平成２３年度決算検査報告」の本文 

●北海道旅客鉄道株式会社―意見を表示し又は処置を要求した事項 

 http://www.jbaudit.go.jp/report/new/all/pdf/fy23_06_05_02.pdf 

http://www.jbaudit.go.jp/report/new/summary23/pdf/fy23_3436_77.pdf
http://www.jbaudit.go.jp/report/new/all/pdf/fy23_06_05_02.pdf

